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NEWS RELEASE 
25-D-1118 

2025 年 11 月 7 日 

 
株式会社日本格付研究所（JCR）は、以下の通りグリーンボンドの予備評価結果を公表します。 

 

グリーン共同発行団体（地方公共団体） 

第 6 回 グリーン共 同 発 行 市 場 公 募 地 方 債  新 規  

 

 

 

発行体 グリーン共同発行団体（地方公共団体） 
＊ グリーン共同発行団体とはグリーン共同債を発行する団体を指す 

評価対象 第 6 回グリーン共同発行市場公募地方債 

分類 債券 

発行額 394 億円 

利率 未定 

発行日 2025 年 12 月（予定） 

償還日 2035 年 12 月（予定） 

償還方法 満期一括償還 

資金使途 気候変動の緩和及び気候変動への適応に資する事業等 

 

  

総合予備評価 

Green 1 

グリーン性予備評価 

（資金使途） 

g1  

管理・運営・ 

透明性予備評価 

m1  
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評価 の概 要  

▶▶▶1.  グリーン共同発行団体（地方公共団体）の概要 

日本の地方公共団体は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 1 条の 3 第 1 項において、普通
地方公共団体と特別地方公共団体に大別されている。普通地方公共団体には都道府県と市町村があ
り、特別地方公共団体には特別区、地方公共団体の組合及び財産区がある。市町村は、指定都市（要
件：人口 50 万以上の市のうちから政令で指定）、中核市（要件：人口 20 万以上の市の申出に基づ
き政令で指定）、施行時特例市（特例市制度の廃止の際、現に特例市である市）、その他の市（要件：
人口 5 万以上ほか）、町村に分かれる1。地方公共団体のうち、財産区以外は、予算の定めるところ
により、地方債を起こすことができる。 

地方債とは、地方公共団体が財政上必要とする資金を外部から調達することによって負担する債
務で、その履行が一会計年度を超えて行われるものを指す2。地方債は原則として、公営企業（交通、
ガス、水道等）の経費や、公共施設又は公用施設の建設事業費の財源を調達する場合等、地方財政
法（昭和 23 年法律第 109 号）第 5 条各号に掲げる場合においてのみ発行できることとなっている。
地方債の主な特徴としては、①地方公共団体が負担する債務であること、②資金調達によって負担
する債務であること、③証書借入又は証券発行の形式であること、④地方公共団体の課税権を実質
的な担保とした債務であること、⑤債務の履行が一会計年度を超えて行われるものであること、⑥
法律で定められた事業について地方債を起こすことが出来ること、という 6 点が挙げられる3。 

地方債のうち、共同発行市場公募地方債は、全国型市場公募地方債を発行する地方公共団体が共
同して発行する地方債であり、2003 年 4 月から発行されている。共同発行市場公募地方債の主な特
徴としては、①地方財政法第 5 条の 74に基づき、地方公共団体が連帯債務5を負う方式により発行さ
れること、②流動性補完措置を講じていること、③発行ロットが大きく流動性が高いこと、という
3 点が挙げられる。①に関して、連帯債務方式を採用することにより、共同発行市場公募地方債に
おいては、参加団体の各々が発行額の全額について償還責任を負っており、償還確実性に関して極
めて強固な仕組みとなっている。②に関しては、参加団体に万一の災害等に伴う不測の事態があっ
ても、遅滞なく元利金償還を行うため、連帯債務とは別に各団体の減債基金の一部を募集受託銀行
に預け入れる形で流動性補完を目的とするファンドが設置されている。③に関しては、毎月 1,000
億円程度（令和 7 年度）と発行額が大きいため流動性が高く、優れた商品性を有している。 

▶▶▶2.  グリーン共同発行団体（地方公共団体）の環境に関する取り組み 

国の「第六次環境基本計画」では、地方公共団体は、地域の重点戦略を進める際の要となり得る
存在であり、持続可能な社会の構築の基礎である地域の環境保全に関して主要な推進者であるとと
もに、地域の取り組みの調整者としての役割を担うことが期待されている。このため、地方公共団
体は、関係部局間の緊密な連携を図りつつ、地域の特性に応じて、地域における取り組みの目標や
方向性などを地域の企業や、団体、住民をまきこんで議論し、検討する場づくり、目標や方向性な

—————————————— 
1 出典：総務省ウェブサイト https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/chihou-koukyoudantai_kubun.html 
2 出典：財務省ウェブサイト https://www.mof.go.jp/policy/filp/summary/filp_local/tihousaiseidonogaiyou.htm 
3 出典：江夏あかね（2007）『地方債投資ハンドブック』、財経詳報社 
4 地方財政法第 5 条の 7（地方債証券の共同発行） 

証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、二以上の地方公共団体は、議会の議決を経て共同して証券を
発行することができる。この場合においては、これらの地方公共団体は、連帯して当該地方債の償還及び利息の支払の責め
に任ずるものとする。 

5 連帯債務とは、連帯債務者の一人一人がそれぞれ債務の全部について履行責任を負うものである（民法第 436 条）。 
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どの提示、各種制度の設定や社会資本整備などの基盤づくり、各主体の行動の促進など、住民、事
業者、民間団体、他の地方公共団体や国の関係機関と対話を通じた協働取り組みにより、地域にお
ける環境保全施策を統合的に展開することが期待される。 

また、国の地球温暖化対策計画では、地方公共団体の主な役割として、「地域の自然的社会的条件
に応じた施策の推進」と「自らの事務及び事業に関する措置」の 2 つを挙げている。前者に関して、
地方公共団体は、その地域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガス排出量の削減等のための総合
的かつ計画的な施策を推進する。後者に関して、地方公共団体は、自ら率先的な取り組みを行うこ
とにより、区域の事業者・住民の模範となることを目指すべきであることから、都道府県及び市町
村は、当該計画に即して、自らの事務及び事業について、温室効果ガスの排出の量の削減等のため
の措置に関する計画（地方公共団体実行計画事務事業編）を策定し実施する。 

さらに、国の気候変動適応計画では、地方公共団体は、地域の自然的経済的社会的状況に応じた
気候変動適応に関する施策を推進するため、当該計画を勘案し、地域気候変動適応計画を策定する
よう努めることとなっている。その際、地方公共団体は、関係部局の連携協力の下、防災・国土強
靭化に関する施策、農林水産業の振興に関する施策、生物多様性の保全に関する施策等、関連する
施策に積極的に気候変動適応を組み込み、各分野における気候変動適応に関する施策を推進するよ
う努めている。 

以上のように、地方公共団体は、国又は各地方公共団体が策定した環境基本計画、地球温暖化対
策計画、気候変動適応計画等に基づき、気候変動の緩和策及び適応策を推進している。 

2023 年度から、グリーンボンドの共同発行市場公募地方債（グリーン共同債）が発行されている。
共同発行市場公募地方債の仕組みを活用することで、個別にグリーンボンドを発行する程の規模の
充当事業を確保できない地方公共団体においてもグリーンボンドでの調達が可能となるため、従来
以上に全国規模で気候変動の緩和策及び適応策を加速させることができる。 

▶▶▶3. グリーンボンドについて 

今般の評価対象は、地方公共団体が発行する第 6 回グリーン共同発行市場公募地方債（本債券）
である。JCR は、本債券が「グリーンボンド原則6」及び「グリーンボンドガイドライン7」に適合し
ているか否かの評価を行う。これらは、原則又はガイドラインであって法的な裏付けを持つ規制で
はないが、現時点において国内外の統一された基準であるため、JCR は当該原則及びガイドライン
を参照して評価を行う。 

地方公共団体は、国又は各地方公共団体が策定した環境基本計画、地球温暖化対策計画、気候変
動適応計画等で策定した目標及び方針に沿って、グリーン共同発行市場公募地方債フレームワーク
（グリーン共同債フレームワーク）の適格クライテリアを設定した。本債券で資金使途とするプロ
ジェクトは、当該フレームワークを満たすものとして地方公共団体が選んだ 135 事業からなる。JCR
は、全てのプロジェクトについて、各グリーン共同発行団体から提出された各種資料をもとに、①
国又は各地方公共団体の環境基本計画、地球温暖化対策計画、気候変動適応計画等が目指す環境政

—————————————— 
6 International Capital Market Association (ICMA) "Green Bond Principles 2021" 

https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/ 
なお、JCR は 2025 年 6 月に公表された「Green Bond Principles 2025」との適合性も確認している。 

7 環境省 「グリーンボンドガイドライン 2022 年版」 
https://www.env.go.jp/content/000062495.pdf 
なお、JCR は 2024 年 11 月に公表された「グリーンボンドガイドライン 2024 年版」との適合性も確認している。 
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策にかかる目標を達成するための重要な施策であること、②グリーン共同債フレームワークで設定
された「個別事業の適合性判断要件」に適合していること及び③同フレームワークで設定された「想
定されるネガティブな影響と対策」が適切にとられていること又はとられる予定であることを確認
している。これより、資金使途の対象となるプロジェクトは、環境改善効果が期待されると JCR で
は評価している。 

プロジェクトの選定プロセスは、地方公共団体における専門的な知見を有する部署の関与のもと
進められる。調達資金は、確実にグリーンプロジェクトに充当されるよう、管理体制が構築されて
いる。レポーティングとして開示される項目は、環境改善効果が示される予定となっている。以上
より、JCR は地方公共団体における管理体制は適切であり、透明性も確保されていると評価してい
る。 

この結果、本債券について、JCR グリーンファイナンス評価手法に基づき、「グリーン性評価（資
金使途）」の予備評価を“g1”、「管理・運営・透明性評価」の予備評価を“m1”とし、「JCR グリーンボ
ンド予備評価」を“Green 1”とした。また、本債券は、「グリーンボンド原則」及び「グリーンボンド
ガイドライン」において求められる項目について、基準を満たしていると JCR は評価している。 
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   評価 フェーズ１ ：グリーン性 評 価  g1   

   
I. 調達資金の使途 

【評価の視点】 

本項では、最初に、調達資金が明確な環境改善効果をもたらすグリーンプロジェクトに充当され
るかを確認する。次に、資金使途において環境・社会への負の影響が想定される場合に、その影響
が地方公共団体における専門部署又は外部の第三者機関によって十分に検討され、必要な回避策・
緩和策が取られるかについて確認する。最後に、資金使途の持続可能な開発目標（SDGs）との整合
性を確認する。 

▶▶▶ 評価対象の現状と JCR の評価 

JCRでは、全てのプロジェクトについて、各グリーン共同発行団体から提供を受けた各種資料を精査し

た結果、本債券で資金使途とするプロジェクトについて、①国又は各地方公共団体の環境基本計画、地

球温暖化対策計画、気候変動適応計画等が目指す環境政策にかかる目標を達成するための重要な施策で

あること、②グリーン共同債フレームワークで設定された「個別事業の適合性判断要件」に適合してい

ること、③同フレームワークで設定された「想定されるネガティブな影響と対策」が適切にとられてい

ること又はとられる予定であることから、環境改善効果が期待されるという点を確認した。 

1. 資金使途の概要について 

地方公共団体は、表 1 のプロジェクトのうち、緑色を付した事業をこの度のグリーン共同債にか
かる充当対象としている。 

表 1：資金使途一覧8  

 

 

 

 

 

—————————————— 
8 出典：総務省による提出資料を JCR が加工 

大分類 小分類

1 公共施設等のZEB化

2 公営住宅のZEＨ化

1 公共施設等の照明、信号機等のLED化

2 公共施設等の空調設備の整備 （エネルギー高効率な空調設備の導入）

3 公共施設等の昇降機の整備 （エネルギー高効率な昇降機の導入）

4 その他公共施設等の省エネ化
③未利用エネルギーの利用
に係る事業

1  未利用熱エネルギー（地中熱、下水熱等）を活用する施設の整備

グリーン関連事業

２．省エネルギー
に関する事業

①公共施設等のＺＥＢ化等

②公共施設等への省エネ性能の
高い機器等導入事業



 

 
7/24 

Copyright © Japan Credit Rating Agency, Ltd. All Rights Reserved.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
下水道施設（汚水処理関連）の整備 （汚水処理施設の整備、管渠の整備、広域化のた
めの改修事業等）

2 合流式下水道の改善

3 し尿処理施設の整備

1
エネルギー回収型廃棄物処理施設、高効率ごみ発電施設等の一般廃棄物処理施設
における基幹的設備更新（エネルギー回収に関するもの）

2 エネルギー回収型廃棄物処理施設、高効率ごみ発電施設の整備 （統廃合、建替）

3
一般廃棄物処理施設の設備整備（有害物質の排出量削減につながるもの。施設整備
の場合は統廃合、建替）

4
使用済製品等の適正なリユースのための施設・設備又は資源（廃棄物）のリサイクル
に係る施設・設備の整備

1 水質汚染物質・大気汚染物質・有害化学物質の監視施設整備

2 硝酸性窒素削減事業 （家畜排泄物の処理施設（堆肥センター）の整備等）

3 汚染土壌除去事業

4 海洋汚染対策事業

1 干潟・浅場・藻場造成

2 魚礁の整備

3 増殖場造成

4 河川環境整備（魚道設置等）

5 種苗生産施設整備

6 水産技術開発施設整備

1 林道の整備

2 間伐や植林等の森林整備 （林道開設を除く）

3  公共施設等における当該団体産木材による木造化、木質化の推進
③自然資源管理に関する人材育成
拠点整備事業

1 持続可能な森林・林業を担う人材育成のための拠点整備

1 公園の整備（緑地の創出）

2 公共施設等の緑化

⑤自然公園の整備事業 1 自然公園施設整備事業

４．自然資源・
土地利用の

持続可能な管理
に関する事業

①水産資源の保全・管理
に資する事業

②森林資源の保全・管理
に資する事業

④緑化の推進事業

３．汚染の防止と
管理に関する事業

①下水処理施設の整備事業

②ごみ処理関係施設の整備事業

③汚染物質の監視・除去事業等
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※1 大分類・小分類については、環境省策定の「グリーンボンドガイドライン（2024 年版）」に沿ったものとなっている。 

※2 この度のグリーン共同債にかかる充当事業が存在しない大分類については、記載を省略している。 

 

 
  

1 河川護岸の整備（堤防、堰堤の改修等）

2 河川の堆積土砂撤去

3 河川の拡幅

4 放水路の整備

5 道路整備 （排水性・透水性舗装、緊急輸送道路）

6 治水ダムの整備

7 農業水利施設（排水機場等）の整備

8 流路のボトルネック箇所の鉄道橋架替等整備

9 河川管理施設の長寿命化 （開閉装置整備等）

10 洪水調整施設（調節池、調整池、ため池等）の整備

11 道路の無電柱化 （風水害時の被害の軽減を目的としたもの）

12 信号機への非常用電源付加装置の整備

13
危機管理水位計、河川監視カメラ、河川情報基盤（降雨量等の情報収集・処理機器）等
の機器設置

14 災害時の避難場所となる広域防災拠点整備事業

15
下水道施設（雨水関連）の整備 （雨水排水施設・雨水浸透施設の整備、ポンプの増設
や高効率ポンプ導入等）

1
海岸保全施設（護岸、堤防、離岸堤、突堤、水門、排水機場の整備、防潮堤嵩上げ等）
の整備

2 港湾・漁港施設（岸壁等）の整備

1 砂防施設（砂防堰堤、渓流保全工等）の整備

2 治山施設（治山ダム、流路工等）の整備

3 保安林の整備

4 急傾斜地崩壊対策事業（擁壁工、法面工の整備等）・地すべり対策事業の実施

5 道路の法面対策、落石防止事業の実施

6  砂防情報基盤（降雨量等の情報収集・処理機器）整備事業

1 農産物品種や農産物生産技術の開発施設の整備

2 水産業研究施設の整備

3 水産動植物の種苗生産施設の整備

1 ヒートアイランド現象に伴う暑熱対応 （道路等の遮熱性・保水性の向上）

2 都市におけるクールスポットの創出

８．気候変動に対する
適応に関する事業

①風水害対策事業

②高潮・高波対策事業

③土砂災害対策事業

④気候変動に備えた農林水産業の
研究開発事業

⑤気温上昇対策事業
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2. プロジェクトの環境改善効果について 
 

資金使途 1：省エネルギーに関する事業（公共施設等の ZEB 化等） 

地方公共団体は、公共施設等の ZEB 化を本債券の資金使途としている。 

ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）は、50%以上の省エネルギーを図った上で、再生可能エ
ネルギー等の導入により、エネルギー消費量を更に削減した建築物について、その削減量に応じて、
①ZEB（100%以上削減）、②Nearly ZEB（75%以上 100%未満削減）、③ZEB Ready（再生可能エネル
ギー導入なし）と定義されており、また、30～40％以上の省エネルギーを図り、かつ、省エネルギ
ー効果が期待されているものの、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成 27 年法
律第 53 号）に基づく省エネルギー計算プログラムにおいて現時点で評価されていない技術を導入
している建築物のうち 1 万㎡以上のものを④ZEB Oriented と定義されている。グリーン共同債フレ
ームワークではグリーンプロジェクトの適格性として上記①から④までのいずれかであることを
定めており、本資金使途が上記に該当することを JCR は確認した。 

本資金使途により、建築物の用途に即した高い省エネルギー性能が期待されるため、環境改善効
果が見込まれる。本資金使途は、「グリーンボンド原則」における「エネルギー効率」、「グリーンボ
ンドガイドライン」に例示されている資金使途のうち、「省エネルギーに関する事業」に該当する。 

 

資金使途 2：省エネルギーに関する事業（公共施設等への省エネ性能の高い機器等導入事業） 

地方公共団体は、公共施設等の照明、信号機等の LED 化を本債券の資金使途としている。 

グリーン共同債フレームワークに基づき選定されるプロジェクトは、既存の機器の代替として導
入されることで、30％以上のエネルギー効率の改善が期待できる。当該水準はエネルギー効率の削
減率としてグローバルな要求水準に照らして遜色がなく、環境改善効果があると判断できる。 

本資金使途により、30%以上の省エネルギー効果の実現が期待できるため、環境改善効果が見込
まれる。本資金使途は、「グリーンボンド原則」における「エネルギー効率」、「グリーンボンドガイ
ドライン」に例示されている資金使途のうち、「省エネルギーに関する事業」に該当する。 

 

資金使途 3：汚染の防止と管理に関する事業（下水処理施設の整備事業） 

地方公共団体は、し尿処理施設の整備を本債券の資金使途としている。 

し尿処理施設とは、汲み取り式トイレのし尿と浄化槽の浄化槽汚泥を適正に処理する施設である。
回収されたし尿は、浄化槽で処理をした後、水質汚濁防止法に基づき、規制水準を満たした上で河
川・海域に放流される他、下水道へ放流される場合もある。 

本資金使途により、河川又は海洋の汚染リスク軽減が期待されるため、環境改善効果が見込まれ
る。本資金使途は、「グリーンボンド原則」における「汚染防止及び抑制」、「グリーンボンドガイド
ライン」に例示されている資金使途のうち、「汚染の防止と管理に関する事業」に該当する。 
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資金使途 4：汚染の防止と管理に関する事業（ごみ処理関係施設の整備事業） 

地方公共団体は、エネルギー回収型廃棄物処理施設、高効率ごみ発電施設等の設備更新を本債券
の資金使途としている。 

JCR では、廃棄物処理施設の整備に関して、廃棄物処理の過程で発生する熱エネルギーを回収し
て施設内外で再利用する仕組みがあること、もしくは通常の施設運営で発生する有害物質を削減す
る効果を有する仕組みがあること等、環境改善効果を有するもしくは環境面への負荷低減に資する
整備を対象としてグリーン性を有するものと考えている。 

本資金使途による廃棄物処理に伴い、発電効率及び熱効率向上に貢献するため、環境改善効果が
見込まれる。本資金使途は、「グリーンボンド原則」における「汚染防止及び抑制」、「グリーンボン
ドガイドライン」に例示されている資金使途のうち、「汚染の防止と管理に関する事業」に該当する。 

 

資金使途 5：自然資源・土地利用の持続可能な管理に関する事業（水産資源の保全・管理に資
する事業） 

地方公共団体は、干潟・浅場・藻場造成、魚礁の整備を本債券の資金使途としている。 

近年のイカ、サンマ、サケの不漁にみられるように、従来獲れていた魚が獲れず、獲れていなか
った魚が獲れるといった状態が複数年にわたり継続し、これまでにもあった短期的な不漁とは異な
る状況が生まれている。こうした変化は地球温暖化や海洋環境変化などに起因する資源変動による
ものともみられており、今後長期に継続する可能性がある。このような課題に対して国は、関係府
省や地方公共団体、生産者、消費者等の間で連携・協働しながら、水産に関する施策を総合的かつ
計画的に推進するため「水産基本計画」を定めている。 

水産基本計画では、海洋生態系を維持しつつ、持続的な漁業を行うことが重要としており、生態
系を育み、水産資源の増殖に大きな役割を果たす藻場・干潟等の保全・創造を推進している。同様
に、増殖場（魚礁等）も産卵に必要な海藻が生い茂ったり、稚魚の隠れ家となったり、あるいは成
長に必要な餌となるものが増えるため、水産資源の増殖に貢献する。 

本資金使途により、持続可能な漁業に向けた取り組みを推進するため、環境改善効果が見込まれ
る。本資金使途は、「グリーンボンド原則」における「生物自然資源及び土地利用に係る環境持続型
管理」、「グリーンボンドガイドライン」に例示されている資金使途のうち、「自然資源・土地利用の
持続可能な管理に関する事業」に該当する。 

 

資金使途 6：自然資源・土地利用の持続可能な管理に関する事業（森林資源の保全・管理に資
する事業） 

地方公共団体は、林道の整備、間伐や植林等の森林整備を本債券の資金使途としている。 
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日本の国土の約 7 割を占める森林は、地球温暖化防止、自然環境の保全、水源の涵養、生物多様
性の保全などの多面的機能を有している。日本においては、伐採しやすい箇所に皆伐が偏って再造
林がなされない森林が見受けられる、豪雨の増加等により山地災害が頻発するといった、多面的機
能の発揮に支障を及ぼしかねない課題が生じている。このような課題に対して、国は今後の施策展
開に当たっての視点、基本的な方向を示した「森林・林業基本計画」を定めている。同計画は、森
林を適正に管理して、林業・木材産業の持続性を高めながら成長発展させることで、2050 年カーボ
ンニュートラルも見据えた豊かな社会経済を目指している。 

森林の多面的機能を維持するためには、樹木の生長を促す間伐、伐採後の植林等の森林整備が必
要である。林道は、森林へのアクセスを目的としており、森林整備を促進する。 

本資金使途により、持続可能な森林・林業に向けた取り組みが推進されるため、環境改善効果が
見込まれる。本資金使途は、「グリーンボンド原則」における「生物自然資源及び土地利用に係る環
境持続型管理」、「グリーンボンドガイドライン」に例示されている資金使途のうち、「自然資源・土
地利用の持続可能な管理に関する事業」に該当する。 

 

資金使途 7：自然資源・土地利用の持続可能な管理に関する事業（緑化の推進事業） 

地方公共団体は、公園の整備（緑地の創出）を本債券の資金使途としている。 

緑地創出を目的とした公園整備は多様な効果をもたらす。地域固有の動植物種や生態系の保全・
再生などによる都市の生物多様性向上、緑の蒸発散効果等によるヒートアイランド現象の緩和、グ
リーンベルト等として市街地の拡散防止など、都市環境を改善する効果を有する。また、良好な景
観形成の効果も有し、その土地のシンボルとなり得る。 

本資金使途により、自然景観の保全、生物多様性の向上等が図られるため、環境改善効果が見込
まれる。本資金使途は、「グリーンボンド原則」における「生物自然資源及び土地利用に係る環境持
続型管理」、「グリーンボンドガイドライン」に例示されている資金使途のうち、「自然資源・土地利
用の持続可能な管理に関する事業」に該当する。 

 

資金使途 8：気候変動に対する適応に関する事業（風水害対策事業） 

地方公共団体は、河川事業（護岸工事、堆積土砂撤去、河川の拡幅、治水ダムの整備等）、農業水
利施設（排水機場等）の整備、道路事業（排水性・透水性舗装）等を本債券の資金使途としている。 

国の気候変動適応計画では、短時間強雨・大雨の頻度強度の増加、総雨量の増加、平均海面水位
の上昇、潮位偏差、極値の増大に伴う水災害の頻発化・激甚化に加え、土砂・洪水氾濫、高潮・洪
水氾濫など複合的な要因による新たな形態の大規模災害の発生が懸念されるため、将来の気候変動
の変化等を評価して前広に対策を講じ始めることが必要であるとしている。また、水の流れを一つ
のシステムとして捉えられるよう、集水域と河川、氾濫域を含む流域全体で、かつ、これまで関わ
ってこなかった流域の関係者まで含め流域全員参加で被害を軽減させていく「流域治水」の取り組
みを進めていくこととしている。流域治水の推進にあたっては、自然環境が有する多様な機能を活
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かしたグリーンインフラの活用、線状降水帯等による集中豪雨や台風等に対する観測体制の強化・
予測精度の向上といったソフト対策の強化も重要とされている。 

地方公共団体では、気候変動適応事業の選定にあたり、当該事業が想定する最大風水災害の程度
や当該事業によって軽減される被害の度合いを定量的に把握している。本資金使途により、風水害
による被害軽減が期待されることから、環境改善効果が見込まれる。本資金使途は、「グリーンボン
ド原則」における「気候変動への適応」、「グリーンボンドガイドライン」に例示されている資金使
途のうち、「気候変動に対する適応に関する事業」に該当する。 

 

資金使途 9：気候変動に対する適応に関する事業（高潮・高波対策事業） 

地方公共団体は、高潮・高波対策に資する海岸保全施設の整備、港湾・漁港施設の整備を本債券
の資金使途としている。 

国の気候変動適応計画によれば、日本周辺の海面水位は上昇傾向（+2.8[1.7～4.0]mm/年：1993～
2015 年、+4.19 [- 1.10～+8.20]mm/年：2004 年～2019 年）にあったことが、潮位観測記録の解析
結果より報告されている。現時点では、高波・高潮と気候変動による影響との関連について、具体
的な事象や研究結果は確認できていない。一方で、1986～2005 年平均を基準とした、2081～2100
年平均の世界平均海面水位の上昇は、RCP2.6 シナリオ及び RCP8.5 シナリオのいずれも、温室効果
ガスの排出を抑えた場合でも一定の海面水位の上昇は免れないとされている。仮に 80cm 海面が上
昇した場合、三大湾（東京湾・伊勢湾・大阪湾）のゼロメートル地帯の面積が現在の 1.6 倍に増加
するなど、影響の範囲は全国の海岸に及ぶ。海面水位の上昇が生じると、台風、低気圧の強化がな
い場合にも、現在と比較して高潮、高波、津波による被災リスクや海岸の侵食傾向が高まる。特に、
河川の取水施設、沿岸の防災施設、港湾・漁港施設等の機能の低下や損傷が生じ、沿岸部の水没・
浸水、海岸侵食の加速、港湾及び漁港運用への支障、干潟や河川の感潮区間の生態系への影響が想
定される。 

本資金使途により、高潮・高波被害の軽減効果が期待されることから、環境改善効果が見込まれ
る。本資金使途は、「グリーンボンド原則」における「気候変動への適応」、「グリーンボンドガイド
ライン」に例示されている資金使途のうち、「気候変動に対する適応に関する事業」に該当する。 

 

資金使途 10：気候変動に対する適応に関する事業（土砂災害対策事業） 

地方公共団体は、砂防施設の整備、治山施設の整備、急傾斜地崩壊対策事業、道路の法面対策事
業、砂防情報基盤整備事業等を本債券の資金使途としている。 

国の気候変動適応計画によれば、土砂災害と気候変動の因果関係を明確に示す調査は未だ多くな
されていない。一方、将来予測として降雨条件が厳しくなるという前提の下で状況の変化が想定さ
れるものとして、集中的な崩壊・がけ崩れ・土石流等の頻発、山地や斜面周辺地域の社会生活への
影響、ハード対策やソフト対策の効果の相対的な低下、土砂・洪水氾濫の発生頻度の増加等が挙げ
られる。また、土砂災害対策は複雑な要因が絡み合って発生することが多いことから、ハード・ソ
フト両面からの対策が有効であるとされている。具体的な土砂災害対策としては、土砂災害の発生
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頻度増加への対策、警戒避難のリードタイムが短い土砂災害への対策、深層崩壊等への対応など複
数の具体的施策が気候変動適応計画に記載されている。 

本資金使途により、土砂災害の軽減効果が期待されることから、環境改善効果が見込まれる。本
資金使途は、「グリーンボンド原則」における「気候変動への適応」、「グリーンボンドガイドライン」
に例示されている資金使途のうち、「気候変動に対する適応に関する事業」に該当する。 

 

資金使途 11：気候変動に対する適応に関する事業（気候変動に備えた農林水産業の研究開発
事業） 

地方公共団体は、農産物品種や農産物生産技術の開発施設の整備を本債券の資金使途としている。 

国の気候変動適応計画では、気候変動により、分布域の変化やライフサイクル等の変化が起こる
ほか、種の移動・局地的な消滅による種間相互作用の変化が更に悪影響を引き起こすことや、生育
地の分断化により気候変動に追随した分布の移動ができないなどにより、種の絶滅を招く可能性が
あることが挙げられている。2050 年までに２℃を超える気温上昇を仮定した場合、全球で３割以上
の種が絶滅する危険があると予想されている。 

本資金使途により、農林水産業における品質の低下や収穫量の低下等の被害軽減効果が期待され
ることから、環境改善効果が見込まれる。本資金使途は、「グリーンボンド原則」における「気候変
動への適応」、「グリーンボンドガイドライン」に例示されている資金使途のうち、「気候変動に対す
る適応に関する事業」に該当する。 

 

以上より、資金使途 1～資金使途 11 はいずれも環境改善効果を有するプロジェクトを対象にして
いると、JCR は評価している。 
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3. 環境・社会に対する負の影響について 

地方公共団体は、資金使途の対象として想定しているプロジェクトのネガティブな影響を認識し
ており、事業実施に際して発生し得る環境・社会面に与える影響を検証している。地方公共団体に
よる検証の結果、環境・社会面に与え得るネガティブな影響が少ないと判断されるものが、資金使
途の対象となるプロジェクトとして選定される。 

JCR は、資金使途の対象となるプロジェクトの環境及び社会に対する負の影響について適切に配
慮されることを確認するとともに、プロジェクトごとに適切な回避・緩和策が講じられると評価し
ている。 

 

4. SDGs との整合性について 

JCR は、資金使途の対象となるプロジェクトに関して、グリーン共同債フレームワークで示した
通りに SDGs の目標に貢献すると評価した。 

  



 

 
15/24 

Copyright © Japan Credit Rating Agency, Ltd. All Rights Reserved.  
 

   評価 フェーズ２ ： 管 理・ 運 営・ 透 明性 評 価  m1  

   
I. 資金使途の選定基準とそのプロセス 

【評価の視点】 

本項では、本評価対象を通じて実現しようとする目標、グリーンプロジェクトの選定基準とその
プロセスの妥当性及び一連のプロセスが適切に投資家等に開示されるか否かについて確認する。 

 

▶▶▶ 評価対象の現状と JCR の評価 

JCRは、本債券における目標、グリーンプロジェクトの選定基準、プロセスについて、専門知識を持つ

部署及び幹部が適切に関与していると判断している。 

 

1. 目標 

G7 広島首脳コミュニケ（2023 年５月 20 日）では、地球が「気候変動」、「生物多様性の損失」、
「汚染」という 3 つの危機に直面していることが述べられた。 

「地球の限界（プラネタリー・バウンダリー）」の研究9では、2015 年の結果と比べて 2023 年の
結果では、種の絶滅速度と窒素・リンの循環に加え、気候変動、土地利用変化、新規化学物質、淡
水の利用について、不確実性の領域を超えて高リスクの領域にあるとされ、人類の活動は、人間が
安全に活動できる環境収容力（プラネタリー・バウンダリー）を超えつつあることが示された。 

経済・社会面では、日本は人口減少と少子高齢化、東京一極集中と地方の疲弊、経済の長期停滞
といった課題を抱えている。紛争による環境破壊やエネルギー危機のように、安全保障上の危機に
よってもたらされる環境上のリスクも発生している。また、感染症によるパンデミックは、環境、
生態系のバランスの乱れによるリスクを改めて明らかにした。 

こうした現状を踏まえ、持続可能な社会に向けた新たな文明の創造、経済社会システムの大変革
が急務となっている。第六次環境基本計画（2024 年 5 月 21 日）のターゲットである 2030 年頃ま
でに行われる選択や実施する対策は、現在から数千年先まで影響を持つ可能性が高いとも指摘され
ており、環境・経済・社会すべてにおいて「勝負の 2030 年」と位置付けている。 

第六次環境基本計画では、現状の課題を踏まえ、「環境保全」を通じた、「現在及び将来の国民一
人一人の生活の質、幸福度、ウェルビーイング、経済厚生の向上」、「人類の福祉への貢献」の実現
を目的としており、そのために、環境収容力を守り環境の質を上げることによって成長・発展でき
る「循環共生型社会」を目指している。 

最上位の目的である「ウェルビーイング／高い生活の質」（市場的価値＋非市場的価値）の向上を
もたらすためには、構造的な問題に対して「変え方を変える」姿勢で、6 つの視点（①ストック、
②長期的視点、③本質的ニーズ、④無形資産・心の豊かさ、⑤コミュニティ・包摂性、⑥自立・分
散の重視）が挙げられている。 

—————————————— 
9 https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html 
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今後の環境政策の展開として、第六次環境基本計画では、「ウェルビーイング／高い生活の質」を
もたらす「新たな成長」という方針のもと、主に 4 つの環境政策の方針を示している。 

①科学に基づく取り組みのスピードとスケールの確保（「勝負の 2030 年」へも対応） 
②ネット・ゼロ、循環経済、ネイチャーポジティブ等の施策の統合・シナジー 
③政府、市場、国民（市民社会・地域コミュニティ）の共進化 
④「地域循環共生圏」の構築による「新たな成長」の実践・実装 

上述の通り、目指すべき持続可能な社会の姿、「循環共生型社会」を実現するため、環境・経済・
社会の統合的向上の高度化が重要である。第六次環境基本計画では、「新たな成長」の視点及び 4 つ
の環境政策を踏まえ、特定の施策が複数の異なる課題をも統合的に解決するような 6 つの重点戦略
を設定している。 

図 1：第六次環境基本計画 6 つの重点戦略10 

—————————————— 
10 出典：環境省 第六次環境基本計画の概要 
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地方公共団体は、地域におけるこれらの重点戦略を進める際の要となり得る存在であり、持続可
能な社会の構築の基礎である地域の環境保全に関して主要な推進者としての役割を担うとともに、
地域の取り組みの調整者としての役割を担っている。このため、地方公共団体は、関係部局間の分
野横断的な連携を図りつつ、地域の特性に応じて、地域における取り組みの目標や方向性などを地
域の企業や、団体、住民を巻き込んで議論し、検討する場づくり、目標や方向性などの提示、各種
制度の設定や社会資本整備などの基盤づくり、各主体の行動の促進など、住民、事業者、民間団体、
他の地方公共団体や国の関係機関と対話を通じた協働取り組みにより、地域における環境保全施策
を統合的に展開することが期待されている。また、自らの活動についても、環境配慮を幅広く積極
的に織り込んでいくとともに、地域循環共生圏創造の中心的な担い手として、「自立した地域」を支
える地域プラットフォームの構築に取り組むことが期待されている。経済合理性の観点から、民間
の事業者が着手・実施しない環境分野にまで、幅広く総合的・網羅的に環境保全施策を実行する地
方公共団体の役割は極めて大きい。 

地方公共団体は、上記の重点戦略を推進する役割を果たすために、各団体の状況に即して、環境
基本計画、地球温暖化対策計画及び気候変動適応計画等を策定している。気象災害の激甚化に対す
る危機感の高まりなどを背景として、「2050 年までの二酸化炭素排出量実質ゼロ」を目指す地方公
共団体、いわゆるゼロカーボンシティは、2019 年 9 月時点ではわずか 4 地方公共団体であったも
のが、2025 年 9 月 30 日時点では 1,188 地方公共団体と加速度的に増加している。 

国の地球温暖化対策計画11では、2030 年度において、温室効果ガスを 2013 年度から 46％削減す
ることを目標としている。同計画に基づき、地方公共団体は地方公共団体実行計画において、地域
の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの削減目標を設定している。 

国・地方公共団体の気候変動適応計画では、気候変動適応に関する施策を科学的知見に基づき総
合的かつ計画的に推進することで、気候変動の影響による被害の防止・軽減、更には、国民・住民
の生活の安定、社会・経済の健全な発展、自然環境の保全及び国土の強靭化を図り、安全・安心で
持続可能な社会を構築することを目標としている。 

グリーン共同債フレームワークで示された資金使途は、国の地球温暖化対策計画、各地方公共団
体の地方公共団体実行計画、気候変動適応計画等に合致した取り組みであると JCR は評価している。 

以上より、グリーン共同債発行の目的は、地方公共団体の掲げる目標や計画と整合的であると JCR
は評価している。 

 

2. 選定基準 

JCR は、地方公共団体がグリーン共同債フレームワークで定めた選定基準について環境改善効果
のある適切なものであると評価している。また、本債券で対象としている事業は、いずれも選定基
準を満たしていることを確認した。 

 

—————————————— 
11 日本は 2025 年 2 月 18 日、1.5℃目標と整合し 2050 年ネット・ゼロに向けた経路として、2035 年度・2040 年度に温室効果

ガスを 2013 年度比で 60％・73％削減する新たな NDC（国が決定する貢献）を国際連合枠組条約事務局（UNFCCC）に提
出。同日に閣議決定された地球温暖化対策計画に位置付け、政策の予見性を高め、脱炭素投資と成長の両立を図る。 
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3. プロセス 

本債券で調達した資金の充当対象となるプロジェクトは、各地方公共団体の財政担当部局及びプ
ロジェクトの関係部局が連携して候補となるプロジェクトを選定した上で、決定される。 

プロジェクトのグリーン性については、各地方公共団体における関係各部によって判断が行われ
ること、また、資金使途の対象となるプロジェクトは各地方公共団体のプロセスを経て決定される
ことから、選定プロセスは適切であると JCR は評価している。 

なお、本債券に係る目標、規準、プロセスについては、本債券が参照しているグリーン共同債フ
レームワークに記載されている。当該フレームワークは、一般財団法人地方債協会等のウェブサイ
トに公表されている。これより、透明性も高いと JCR は評価している。 
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II. 調達資金の管理 

【評価の視点】 

調達資金の管理方法は、資金調達者によって多種多様であることが通常想定される。本評価対象
に基づき調達された資金が、確実にグリーンプロジェクトに充当されること、また、その充当状況
が容易に追跡管理できるような仕組みと内部体制が整備されているか否かを確認する。 

また、本評価対象により調達した資金が、早期にグリーンプロジェクトに充当される予定となっ
ているか否か、加えて未充当資金の管理・運用方法の評価についても重視している。 

 

▶▶▶ 評価対象の現状と JCR の評価 

JCRでは、地方公共団体の資金管理体制が適切に構築されていること、調達資金の管理方法については

本評価レポートにおいて開示されるほか、ウェブサイトにて開示されることから、透明性が高いと評価し

ている。 

 

本債券により調達した資金は、速やかに受託銀行を通じて、各地方公共団体が指定する口座に送
金される。各地方公共団体は原則として、本債券によって調達した資金を、調達を行った年度中に
適格クライテリアを満たすプロジェクトに充当する。適格プロジェクトへの資金の充当については、
各地方公共団体における財政担当部局が行い、事業毎に事業費や起債充当額等を記録した債券管理
表により、調達額が対象プロジェクトにおける本債券の充当額を超過しないように管理することと
している。なお、当初充当を予定していたプロジェクトに遅延や中断等が発生した場合は、調達資
金の充当が決定されるまでの間、各地方公共団体の調達資金は、現金又は安全性の高い金融資産に
て管理する。 

会計年度の終了時には、各地方公共団体においてすべての歳入と歳出について、執行結果と決算
関係書類が作成され、監査委員による監査を受ける。その後、決算関係書類は監査委員の意見を付
した上で、各地方公共団体の議会に提出され、承認される。したがって、適切な統制が働くと考え
られる。 

本債券で調達された資金のうち、未充当資金は現金又は安全性の高い金融資産で管理される。調
達したグリーン共同債に関する書類は、文書管理規則に基づき償還まで保存されるため、書類の管
理も適切である。 

以上より、地方公共団体による資金管理は適切であると JCR では評価している。 
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III. レポーティング 

【評価の視点】 

本項では、本評価対象に基づく資金調達前後での投資家等への開示体制が、詳細かつ実効性のあ
る形で計画されているか否かを評価する。 

 

▶▶▶ 評価対象の現状と JCR の評価 

JCRでは、地方公共団体のレポーティングについて、資金の充当状況及び環境改善効果の両方が、投資

家等に対して適切に開示される計画であると評価している。 

 

資金の充当状況にかかるレポーティング 

本債券による調達資金の使途は、地方債協会のウェブサイトでの開示を予定しており、事前に投
資家に説明される。地方債協会は、本債券全体に係る資金使途の充当状況をウェブサイトにおいて
年次で開示を行う予定である。また、地方公共団体によっては、本債券全体に係る資金使途の充当
状況に加えて、自らの団体分の資金使途の充当状況をウェブサイト等にて開示を行うことがある。
仮に資金使途の充当計画に大きな変更が生じた場合については、ウェブサイトでその旨を開示する
予定である。 

環境改善効果にかかるレポーティング 

地方債協会は、本債券全体の適格事業の環境改善効果に関するレポーティングとして、グリーン
共同債フレームワークで定める内容を年次でウェブサイトにて開示を行う予定である。また、地方
公共団体によっては、本債券全体の適格事業の環境改善効果に加えて、自らの団体分の環境改善効
果をウェブサイト等にて開示を行うことがある。環境改善効果に関するレポーティングは、定量的
に効果を把握できる内容となっている。 

 

以上より、JCR は、地方公共団体によるレポーティング体制が適切であると評価している。 
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IV. 組織の環境への取り組み 

【評価の視点】 

本項では、資金調達者の経営陣がサステナビリティに関する問題について、経営の優先度の高い
重要課題と位置づけているか、サステナビリティに関する分野を専門的に扱う部署の設置又は外部
機関との連携によって、サステナブルファイナンス実行方針・プロセス、グリーンプロジェクトの
選定基準などが明確に位置づけられているか、等を評価する。 

 

▶▶▶ 評価対象の現状と JCR の評価 

JCRでは、地方公共団体がサステナビリティに関する問題を政策等の重要課題と位置づけ、外部の専門

家の知見を幅広く取り入れてサステナビリティに関する取り組みを推進していると評価している。 

 

前述の通り、現在の環境・経済・社会の状況は、現状の経済社会システムの延長線上での対応で
は限界がある。第六次環境基本計画は、現代文明は持続可能ではなく転換が不可避であり、社会変
革が必要であるとしている。具体的には、産業革命以降の近代文明を支えてきた、化石燃料等の地
下資源へ過度に依存し物質的な豊かさに重きを置いた「線形・規格大量生産型の経済社会システム」
から、地上資源基調の、無形の価値、心の豊かさをも重視した「循環・高付加価値型の経済社会シ
ステム」への転換が必要であるとしている。他方、2023 年の COP28 においては、パリ協定の下で
の初めてのグローバル・ストックテイク12が行われ、エネルギーシステムにおける化石燃料からの
移行が初めて盛り込まれた。 

第六次環境基本計画のターゲットである 2030 年頃までに行われる選択や実施する対策は、現在
から数千年先まで影響を持つ可能性が高いとも指摘されており、上記の大変革が急務となっている。
第六次環境基本計画は、産業革命以来の化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をクリーンエネ
ルギー中心へ転換する、グリーントランスフォーメーション（GX）の実現に向けた「脱炭素成長型
経済構造移行戦略」に基づく施策を推進している。 

また、国は各種の環境課題に対応するために、地球温暖化対策計画及び気候変動適応計画を策定
している。現在の地球温暖化対策計画では、2030 年度に温室効果ガス 46％削減（2013 年度比）を
目指すという目標の実現に向けて、二酸化炭素以外も含む温室効果ガスの全てを網羅し、目標の裏
付けとなる対策・施策を記載している。新たな目標である 2035 年度、2040 年度排出削減目標につ
いても、現時点で実施する又は今後実施を見込む対策として施策例を一覧化している。現在の気候
変動適応計画では、気候変動の影響による被害の防止・軽減、国民の生活の安定、社会・経済の健
全な発展、自然環境の保全及び国土の強靭化を図り、安全・安心で持続可能な社会を構築すること
を目指している。地球温暖化対策計画及び気候変動適応計画のいずれにおいても、地方公共団体が
果たすべき役割について言及されている。 

国は、SDGs を中核とする 2030 アジェンダが採択されたことを受け、2016 年５月に「持続可能
な開発目標（SDGs）推進本部」を設置し、同年 12 月に SDGs 達成に向けた中長期的な国家戦略で

—————————————— 
12 パリ協定で掲げられた温室効果ガス排出量削減目標達成に向け、世界の国々の実施状況を国際的に評価する仕組みのこと。 
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ある「持続可能な開発目標（SDGs）実施指針」を決定した。この実施指針は一部改定13され、改定
指針において、地方公共団体には、SDGs 達成へ向けた取り組みの更なる加速化とともに、地域の
優良事例の国内外への積極的な発信・共有と、更なる SDGs の浸透を目指した多様なステークホル
ダーに対するアプローチが期待されている。また、同指針において、地方公共団体には、地域の主
体性を基本として、地域資源を持続的に活用して経済・社会・環境を統合的に向上させていく事業
を生み出し続けることで、地域課題を解決し続ける自立した地域をつくるとともに、それぞれの地
域の個性を活かして地域同士が支え合うネットワークを形成する自立・分散型社会の実現を目指す
「地域循環共生圏」の創造に取り組むことを期待している。 

このような「地域循環共生圏」の創造が求められている地方公共団体は、各団体の状況に即した
上で、地域における環境課題と社会課題、経済課題との同時解決等を目的として、環境基本計画を
策定している。また、各地域における個別具体的な環境課題を踏まえた上で、必要に応じて、地方
公共団体実行計画、地域気候変動適応計画等を策定し、気候変動の緩和策及び適応策を推進してい
る。これらの策定・推進にあたっては、各地方公共団体の状況を考慮した上で、都道府県と市町村
が連携して実施している。 

地方公共団体と外部機関との連携としては、総務省及び地方債協会との連携が挙げられる。 

総務省は、東京都が地方公共団体として初めてグリーンボンドを発行した 2017 年度以降、地方
債協会と連携して、地方公共団体に対してグリーンボンドの発行等に関する情報の提供を行ってき
た。また、総務省は、近年では、国内市場における ESG 投資へのニーズの高まりや、個別の地方公
共団体によるグリーンボンド等の発行の広がりを踏まえて、地方公共団体が投資家のニーズに対応
した安定的な資金調達を行うことができるよう、共同債の枠組みを活用したグリーンボンド等の発
行の検討を進めてきた。共同債の枠組みを活用した本フレームワークの策定を支援することにより、
発行ロット（グリーンボンドを発行する程の規模の調達額）の確保、地方公共団体の省力化といっ
た課題の解消に貢献している。 

また、本フレームワークの策定の支援等を行っている地方債協会は、事務局として実施している
「地方債に関する調査研究委員会」にワーキンググループを設置し、グリーンボンド発行にあたっ
ての課題の整理と、グリーンボンドの共同発行を含めた発行促進のための具体的な施策について調
査・検討を行っている。地方債協会は、グリーン共同債を発行する地方公共団体に対して、当該調
査研究委員会等で得た知見を提供している。 

以上より、JCR では、地方公共団体がサステナビリティに関する問題を重要課題と位置づけ、外
部の専門家の知見を幅広く取り入れてサステナビリティに関する方針・取り組みを検討していると
評価している。 

  

—————————————— 
13 2016 年 12 月 22 日に SDGs 推進本部が決定。その後、2019 年 12 月 20 日及び 2023 年 12 月 19 日に一部改定が行われてい

る。 
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   評価 フェーズ３ ： 評 価結 果 （結 論 ）  Green 1  

   本債券について、JCR グリーンファイナンス評価手法に基づき、「グリーン性評価（資金使途）」
の予備評価を“g1”、「管理・運営・透明性評価」の予備評価を“m1”とし、「JCR グリーンボンド予備評
価」を“Green 1”とした。また、本債券は、「グリーンボンド原則」及び「グリーンボンドガイドライ
ン」において求められる項目について、基準を満たしていると JCR は評価している。 

 

【JCR グリーンボンド評価マトリックス】 

 
管理・運営・透明性評価 

m1 m2 m3 m4 m5 

グ
リ
□
ン
性
評
価 

g1 Green 1 Green 2 Green 3 Green 4 Green 5 

g2 Green 2 Green 2 Green 3 Green 4 Green 5 

g3 Green 3 Green 3 Green 4 Green 5 評価対象外 

g4 Green 4 Green 4 Green 5 評価対象外 評価対象外 

g5 Green 5 Green 5 評価対象外 評価対象外 評価対象外 

 

（担当）新井 真太郎・任田 卓人 
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本評価に関する重要な説明 
 

1. JCR グリーンファイナンス評価の前提・意義・限界 

日本格付研究所（JCR）が付与し提供する JCR グリーンファイナンス評価は、評価対象であるグリーンボンドの発

行及び/又はグリーンローンの実行（以下、グリーンボンドとグリーンローンを総称して「グリーンファイナンス」、

グリーンボンドの発行とグリーンローンの実行を総称して「グリーンファイナンスの実行」という）により調達され

る資金が JCR の定義するグリーンプロジェクトに充当される程度ならびに当該グリーンファイナンスの資金使途等

にかかる管理、運営及び透明性確保の取り組みの程度に関する、JCR の現時点での総合的な意見の表明であり、当該

グリーンファイナンスで調達される資金の充当ならびに資金使途等にかかる管理、運営及び透明性確保の取り組み

の程度を完全に表示しているものではありません。 

JCR グリーンファイナンス評価は、グリーンファイナンスの実行計画時点又は実行時点における資金の充当等の計

画又は状況を評価するものであり、将来における資金の充当等の状況を保証するものではありません。また、JCR グ

リーンファイナンス評価は、グリーンファイナンスが環境に及ぼす効果を証明するものではなく、環境に及ぼす効果

について責任を負うものではありません。グリーンファイナンスの実行により調達される資金が環境に及ぼす効果

について、JCR は発行体及び/又は借入人（以下、発行体と借入人を総称して「資金調達者」という）、又は資金調達

者の依頼する第三者によって定量的・定性的に測定されていることを確認しますが、原則としてこれを直接測定する

ことはありません。なお、投資法人等で資産がすべてグリーンプロジェクトに該当する場合に限り、グリーンエクイ

ティについても評価対象に含むことがあります。 

2. 本評価を実施するうえで使用した手法 

本評価を実施するうえで使用した手法は、JCR のホームページ（https://www.jcr.co.jp/）の「サステナブルファイナ

ンス・ESG」に、「JCR グリーンファイナンス評価手法」として掲載しています。 

3. 信用格付業にかかる行為との関係 

JCR グリーンファイナンス評価を付与し提供する行為は、JCR が関連業務として行うものであり、信用格付業にか

かる行為とは異なります。 

4. 信用格付との関係 

本件評価は信用格付とは異なり、また、あらかじめ定められた信用格付を提供し、又は閲覧に供することを約束す

るものではありません。 

5. JCR グリーンファイナンス評価上の第三者性 

本評価対象者と JCR との間に、利益相反を生じる可能性のある資本関係、人的関係等はありません。 
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